
このサイズで写真トリミングしてください
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初春の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

所員一同、各自の専門分野を磨き、社会インフラとしての「法律」を駆使して、
ひとりでも多くの皆様に笑顔を届けられますように、より一層精進する所存です。

本年も何卒、よろしくお願い申し上げます。
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令和７年12月 四谷オフィスにて

ご相談・お問い合わせ ご相談・お問い合わせは、お電話、ホームページのフォーム、ラインからお気軽にご連絡ください。

運営サイトのご紹介

■相続・家族信託特化サイト

山折

パートナー弁護士 荒川香遥 岡本裕明 野俣智裕
井上陽介

ｼﾆｱｱｿｼｴｲﾄ弁護士 益田樹 都倉薫 今井悠

アソシエイト弁護士 植村舜 大坪華 松本透子

個人のお客様向けの取扱業務

保険事故
（自動車・火災etc)

相続・信託

刑事弁護

■不動産法務代表サイト

■立退トラブルサイト

■刑事事件専門サイト

事業者向けの取扱業務

その他相談

企業法務・外部法務部

宗教法人法務

取扱実績

3000件を超

えました

相談実績

3000件を超

えました

認知症対策と

して有効な家

族信託。月間

5件前後の新

規相談を対応

お気軽にご

相談くださ

い

保険会社、不動産（開発、売買、管理）、学

校法人、製造業、医療法人、宗教法人、金融

機関、IT、広告、飲食店、小売りなど、上場

会社含む約6０社の法務を対応

お墓、檀信徒

とのトラブル、

墓地経営許可

等を対応

不動産法務

契約不適合責任、仕入れ、原状回復、立

退き、近隣関係、売買、建築瑕疵、共有

不動産分割訴訟、強制競売、立退きなど、

不動産・建築に関するトラブルを対応

■共有不動産分割サイト

【不動産法務】

■借地権譲渡、賃料増額サイト

■使用者側 企業労務専門サイト

Office introduction

We want to help those
Who take on challenges

挑戦する人の力になりたい

明けましておめでとうございます！
本年も皆様の挑戦を応援いたします！



弁護士 今井悠
活動：学習院大学法科大学院非常勤講師、不動産桜友会
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COLUMN

【企業法務・刑事コラム】

ダーウィンタイムズは不定期に発行しています。当事務所と関り合いのある方にお送りさせていただいております。不要な方は、事務局までご連絡ください。

3ヶ月間禁煙中です。タバコというア
イテム抜きで、立食の忘年会を上手く
渡り歩く術を身につけるべく精進して
おります。

GREETING

久しぶりにバリ島に行ってきました。
日本と違う景色と文化に刺激を受けつ
つ、やっぱり日本食が一番美味しいと
再確認しました。

長崎県に行ってきました。
軍艦島（端島）に上陸でき、人類の
盛衰と自然の猛威を肌で感じました。

坂道に白目を剥きましたが駒ヶ根
ハーフマラソンを執念で完走しまし
た。2026年も公私ともに最後まで粘
り抜きます。

代表弁護士 野俣智裕
活動：日弁連信託センター、信託法学会

代表弁護士 岡本裕明
活動：学習院大学法科大学院特別招聘教授

東京弁護士会刑事法対策特別委員会

弁護士 益田樹
活動：東京弁護士会中小企業法律支援ｾﾝﾀｰ

弁護士 都倉薫

四十肩となり右肩が上がりません。
整体の先生には、四ツ谷で一番体が硬い
と言われ、姿勢が良くなる椅子、矯正ベ
ルトをつけて執務をしています。

横浜に引越して半年が経ちました。
山の上でお墓の前という最高？の立地
で横浜ライフを満喫してます！

【四谷三丁目グルメ】 オステリアクロチェッタ 昼 1,000円～

事務所から徒歩５分の所にある

パスタの美味しいイタリアン

事務所忘年会でも利用させて

いただきました☆
秘書 近藤さん

今年の目標は10キロ痩せること、1
年経って体重を計るのが怖くなり体重
計に乗ることすら辞めました。
来年こそは…！

代表弁護士 荒川香遥
活動：宗教法制研究会、日本不動産学会

弁護士 井上陽介（福井オフィス 支店長）
活動：弁護士業務対策委員会・民事介入暴力対策委員会

“サマークラーク2025を開催いたしました！”

弊所では毎年12月、写真撮影会を行っています。

本年は、新たに6名（パラリーガル・秘書含む）が
ジョインしてくれたため、写真の余白もどんどん
狭く…改めて事務所の成長を感じる瞬間でした✧

“’毎年恒例、写真撮影会にて“

8-9月にかけて、弊所初のサマークラークを開催
いたしました！

弁護士それぞれが講師となり、実際の事例を交
えながら講義を行いました。座談会等も通じて、
ダーウィンイズムを感じていただけたかなと思い
ます！

弁護士 植村 舜

弁護士 大坪 華 弁護士 松本透子

先日、初めて小倉に行きました。
念願のフグを沢山食べてから、少し
ピリ辛な男になれた気がします。

お盆休みから「北の国から」を見
始め、ついに全話見終わりました。
もう一度冬の富良野に行きたいです。

新車を買いました。シフトがレ
バーではなくボタン式で戸惑ってい
ますが、ボタン一つでどこへでも行
ける未来が楽しみです。

★･･･弊所
◎･･･お店

★

新宿通り

◎

2026年1月より下請代金支払遅延等防止法（通称

「下請法」）は「製造委託等に係る中小受託事業

者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法

律」（通称「取適法」）に変わります。改正点は

多岐にわたりますが、主なポイント2つを挙げます。

１つは適用対象の拡大で、従来の資本金基準に

加え「従業員基準」が新設され、「特定運送委

託」も規制対象に加わります。もう１つは規制強

化です。手形払が禁止され、十分な協議を経ない

一方的な代金決定も禁止行為に明記されました。

自社の取引が新基準に適合するものかの点検が

肝要です。「うちは大丈夫かな･･･」とお悩みの際

は弊所にご相談ください！

＜執筆 弁護士 植村舜＞

～改正下請法が施行されます～

明治以来続いた懲役刑・禁錮刑が一本化され、

新たな刑罰として「拘禁刑」が導入されました。

新制度下では、刑罰の趣旨が応報から再犯防止

へ転換され、画一的な作業を課すことよりも、個

人の抱える課題に即した更生プログラムの実施が

重視されます。

弊所弁護士は、刑事法の制度においても研鑽を

積んでおりますので、身の回りでお悩み方がい

らっしゃる場合にはお問い合わせください。

＜執筆 弁護士 大坪華＞

～拘禁刑の施行－懲役刑・禁錮刑の一本化～
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